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第35回国民経済計算体系的整備部会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和５年10月30日（月）10:00～12:00 

 

２ 場 所 総務省第二庁舎６階特別会議室及び遠隔開催（Ｗｅｂ会議） 

 

３ 出席者 

【委  員】 

福田 慎一（部会長）、櫨 浩一（部会長代理）、會田 雅人、白塚 重典、菅 幹雄 

【臨時委員】 

牧野 好洋、宮川 幸三 

【専門委員】 

斎藤 太郎、新家 義貴、外木 好美 

【審議対象の統計所管部局】 

  内閣府経済社会総合研究所：松多総括政策研究官、尾﨑国民経済計算部長、 

山岸企画調査課長、権田国民支出課長 

【審議協力者】 

  財務省、東京都 

【事務局】 

（総務省） 

  佐藤大臣官房審議官 

統計委員会担当室：萩野室長、篠﨑政策企画調査官 

 

４ 議 事 

（１）部会長代理の指名 

（２）タスクフォースの構成員、同座長、同座長代理の指名及び国民経済計算体系的整

備部会におけるタスクフォースの運営について 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響への各種対応の検証等について―速報期間にお

ける暫定的な異常値処理方法の検証― 

（４）推計手法のシームレス化について 

（５）QE民間在庫変動の推計における法人企業景気予測調査の活用可能性の検証につい

て 

 

５ 議事録 

 

○福田部会長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から第35回国民経済計算体系的
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整備部会を開催させていただきます。 

 本日は山澤臨時委員と滝澤専門委員が御欠席、牧野臨時委員が途中から御出席の予定で

す。 

 御案内のとおり、先週金曜日10月27日に開催されました第198回統計委員会におきまし

て、私、福田が椿委員長から部会長に指名されましたので、よろしくお願いいたします。 

 本部会の構成員は、委員４名、臨時委員３名、専門委員４名となります。その他、オブ

ザーバーとして財務省、東京都の方にも御出席をいただいております。 

 ここで、本日が委員任命後、初めての部会となりますので、委員の皆様から一言ずつ御

挨拶を頂ければと思います。 

 では、まず會田委員からお願いいたします。 

○會田委員 すみません、上着を着てなくて申し訳ございません。 

 御紹介いただきました會田と申します。今回初めて国民経済計算体系的整備部会の方に

入れていただきました。元は統計局で長く勤めておりまして、今回入りましたＳＮＡ関係

の方は素人でございますけれど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○白塚委員 慶應義塾大学の白塚です。前期に引き続いてＳＮＡの委員を務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○菅委員 法政大学の菅でございます。私も前期に引き続き、委員を務めさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○櫨委員 学習院大学の櫨でございます。私も前期に引き続き、やらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○宮川臨時委員 立正大学の宮川でございます。私も前期に引き続き、臨時委員を務めさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○斎藤専門委員 ニッセイ基礎研究所の斎藤と申します。私も、引き続き専門委員をやら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○新家専門委員 第一生命経済研究所の新家でございます。私も前期に引き続き、務めさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 オンライン参加の外木専門委員、お願いします。 

○外木専門委員 すみません、立正大学の外木と申します。今回初めてで、そちらにお伺

いしたかったのですけれども、12時に会場を出立すると３限に間に合わないということが

今朝分かってしまって、オンライン参加とさせていただきました。大変申し訳ありません

が、よろしくお願いいたします。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 本日の議事は、議事次第のとおりです。配布資料の確認は省略して、早速審議に入りた

いと思います。 

 それでは、議事に入ります。初めに「部会長代理の指名」についてです。 

 部会長代理の指名ですが、統計委員会令第２条第５項の規定により、部会長に事故があ

るときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を

代理するとされております。私としては、櫨委員に部会長代理をお願いしたいと思います。
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櫨委員、お引受けいただけますでしょうか。 

○櫨委員 力不足ではございますが、引き続きやらせていただきます。 

○福田部会長 ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、「タスクフォースの構成委員、座長、座長代理の指名」についてです。 

 平成30年３月22日の国民経済計算体系的整備部会で決定した「国民経済計算体系的整備

部会におけるタスクフォースの設置について」において、国民経済計算体系的整備部会部

会長は、部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の中からタスクフォースの座長、座長

代理、その他の構成員を指名するとされております。この規定に基づき、タスクフォース

のメンバーと座長、座長代理について御指名させていただきたいと思います。 

 まず、指名に先立ち、タスクフォースの構成の見直しについて、事務局から御説明をお

願いいたします。 

○篠﨑総務省統計委員会担当室政策企画調査官 統計委員会担当室の篠﨑でございます。 

国民経済計算体系的整備部会の傘下にございます、タスクフォースの構成の見直しにつ

いて御説明いたします。 

従来、国民経済計算体系的整備部会には、２つのタスクフォースが設けられておりまし

た。ＳＵＴタスクフォース、こちらは既存のものを発展・改組する形で、また、ＱＥタス

クフォース、こちらは新設という形で、平成30年３月22日の部会において、それぞれ設置

された経緯がございます。本日は、その後の環境変化などを踏まえ、実態に即する形で、

ＳＵＴタスクフォースを廃止すること及びＱＥタスクフォースの運営について形式的な変

更を行うことを御提案させていただきます。 

 ＳＵＴタスクフォースは、第Ⅲ期基本計画におけるＳＵＴ産業連関表の基本構成に係る

検討を効率的・集中的に審議することなどを目的として、時限的に設置された会議体であ

りました。今後は、ＳＵＴ体系への移行を受けたＧＤＰ統計の改善について、より上位の

会議体に当たります本部会において幅広く御審議いただくのが適当と判断し、同タスクフ

ォースの廃止を御提案させていただくものでございます。 

 また、ＱＥタスクフォースの運営に関する具体的な変更点につきましては、お手元の資

料１を御覧ください。第Ⅳ期基本計画が閣議決定され、今後は、新たな基本計画に基づき

ＱＥに関連する議事を御審議いただくことになるほか、部会に属する委員が御異動された

こともあり、これらの変更を反映させたものとなっております。 

 なお、本日御了解いただけた場合、ホームページにはこの資料１の溶け込み版を掲載す

る予定でございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 タスクフォースの構成の見直しについて、御意見、御質問がございましたらお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

 それでは、お認めいただいたというふうに考えたいと思います。 

 事務局からの御説明を踏まえて、ＱＥタスクフォースのメンバーと座長、座長代理につ

いては、資料１に記載のとおり指名させていただいております。 
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 この記載の件に関してもよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。お認めいただいたという形で進めさせていただければと思い

ます。 

 それでは、次に議事３「新型コロナウイルス感染症の影響への各種対応の検証等につい

て―速報期間における暫定的な異常値処理方法の検証―」です。 

 昨年10月19日に開催しました第32回国民経済計算体系的整備部会において、内閣府から

季節調整におけるより適切な異常値処理、2020年第二次年次推計における一部品目の配分

比率の見直し及び１次ＱＥにおける基礎統計が存在しない３か月目データの処理について

の検討結果について御報告がありました。その際、部会において、新型コロナウイルス感

染症の影響に対応する当面の措置としては適当であるとしたものの、中長期的な対応とし

ては、平時に戻った後についても同様の方法を継続するかについては慎重に検討すべきで

ある、信頼区間の設定については、異常値の評価に関わるため、慎重に検討すべきである

等の意見が寄せられました。 

 本日は、前回委員から示されました御指摘を踏まえまして、内閣府において再検討した

結果を御報告いただきます。 

 それでは、内閣府の方、よろしくお願いいたします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 内閣府です。よろしくお願いします。 

 今、部会長から御説明いただいたところでありますが、経緯をもう少し前に遡って御説

明したいと思います。１ページを開けていただければと思います。 

 まず、最初に経緯のところでございますが、部会長に御説明いただいたとおりなのです

が、まず、新型コロナウイルス感染症が始まった2020年１－３月以降の四半期においては、

リーマン・ショック時の経験を踏まえて、大半の需要項目について、先験的に暫定的な形

で異常値処理を行ってまいりました。それは、リーマン・ショックのときには、異常値処

理を行わなかったことで、季節調整において大きな変動を季節性として認識して、過去の

成長率がＱＥ公表のたびに連続的に改定されたということがございました。それを受けて、

異常値を設定してきたということでございます。そして、これによって、過去の成長率の

改定は抑えられてきた一方で、2020年以降の動きの大部分が異常値として扱われて、本来

行うべき季節変動の抽出・調整が行えない面もありました。また、系列によっては、通常

とは異なる大きな変動が発生しているとは言い難いものもありました。 

 そこで昨年ですが、2022年12月公表の７－９月期２次ＱＥ、ここで毎年、季節調整のモ

デル変更等を行うところなのですけれども、そこにおいて、季節調整における異常値処理

を見直して、当面の間、先験的な形では設定せずに、各ＱＥ時点でＸ－12－ＡＲＩＭＡの

予測系列から外れ値となる場合に暫定的ダミーを置くという形で御承認いただき、そのよ

うにやってまいりました。その際に頂いた御意見を踏まえて、今回検証したものが以下の

とおりでございます。 

 このＸ－12－ＡＲＩＭＡの予測系列から外れ値となる場合に暫定的ダミーを置くという

ことについて、イメージは次のページで御紹介したいと思います。 

 今回の検証でございますが、Ａのところにありますが、予測系列を用いた異常値処理方
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法は、感染拡大以外の経済的ショック、例えばリーマン・ショック時における影響が見ら

れる期間においても有効と言えるか、また、Ｂとして、予測系列を用いた異常値処理方法

は、経済的ショックが見られないと思われる期間、いわゆる平時においても有効と言える

かということを検証いたしました。 

 まず、次のページ、２ページ目に参ります。 

 ＡとＢの期間ですけれども、真ん中辺の対象期間と書いてありますが、リーマン・ショ

ックを契機とした世界的景気後退期及びその後の回復期、それを2008年１－３月期から

2009年７－９月期と設定をしております。対象期間Ｂの方ですが、甚大な経済的ショック

による影響があまり見られないと思われる期間、2017年１－３月から2018年７－９月期を

設定しております。 

 異常値処理のパターンですが、５パターン検証いたしました。１番目が、2022年７－９

月期２次ＱＥ時に設定したダミーを入れた場合、これをSetダミーと呼んでおります。これ

は、まず、７－９月期２次ＱＥのときですが、これは繰り返しになりますけれども、この

時点で、毎年、季節調整のダミーとモデルを変更して見直しをしております。そのときは、

ダミーの設定においては、経済的な背景と統計的な有意性を考慮して設定をしております。 

 ２番目ですが、こちらは、2008年または17年１－３月期以降の全ての期にまずダミーを

入れてみるということ、今回、コロナのときにやったような形でございます。 

 ３番目は、2008年１－３月期以降、一切ダミーを入れずに、最終期にSetダミーとした場

合、これをNoダミーと申しておりますが、こちらは、リーマン・ショック時に行ったよう

な形でございます。 

 ４番目でございますが、2008年、もしくは2017年１－３月期以降の各期において、その

前期を起点とした予測系列で95％信頼区間を外れた場合にＡＯダミーを設定して、最終期

にSetダミーとした場合、こちらが昨年以降やっている形でございます。 

 ５番目が、同じ期間において、前期を起点とした予測系列で99％の信頼区間を外れた場

合にＡＯダミーを設定するという、今回、新たな検証でございます。 

 ３ページ目を御覧ください。 

 右側のグラフですが、こちらは、予測系列を外れた場合にダミーを設定するもののイメ

ージ図でございます。例えば一番上の赤いところに書いておりますが、前期2008年Ｑ３を

起点として2008年Ｑ４を予測した場合に、赤いポツのところに推計値があった場合には、

その場合ダミーを設定する。それ以前のところは、前期を起点として、次の期が予測系列

の範囲内にあった場合にはダミーを設定しないという形でやっているものが逐次ダミーと

呼ばれるものでございます。 

 こちらの５つの方法についての検証方法でございますが、こちら指標の１から３という

ものを用いております。こちらは去年と同じような検証方法でございます。 

 指標１は、下の財貨の輸入のところを見ていただきまして、数値で御説明いたしますと、

まず、各期の最大値マイナス最小値ということで、2007年１－３月期を見ていただきます

と、この中で5.3になったものが一番大きな数字となっております。2009年Ｑ２ですね。

2008年Ｑ１の1.6から始まって5.3が一番大きくなったときでございます。この場合は、大
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体3.8の差があるということで、これを最大から最小というふうに呼んでおります。以降、

2007年の４－６月期を見ますと、最大のところが4.4、最小のところは2008年Ｑ４の2.3、

そうするとこの差が2.1、これを各期平均したものということでございます。 

 次が毎期ごとの改定の平均値でございますので、これは、まず2007年の１－３月期で申

しますと、1.8から1.6、2.4から1.8というのをどんどん引いていったりして求めた平均値

というものでございます。 

 指標３というのが、前期からの改定幅の最大値ということで、これを見ますと2007年の

１－３月期は、2009年のＱ２に出したものと2009年のＱ３に出したものが5.3から2.7に変

わっておりますので、こちらが最大の改定幅となりますので、これの各期の平均値を取っ

たものということでございます。こちらが指標の３つとなっております。 

 ４ページに参りますが、こちらが2008年の１－３月期から2009年７－９月期、リーマン・

ショック時の検証をしたものでございます。 

 下の財貨の輸入（名目）と書いてある例を見ていただきますと、この逐次ダミー（99％）

のところが指標１、２、３、どれも少なくなっております。また、年次推計時の最大改定

数が４となっておりますが、こちらは、７－９月期２次ＱＥのときに一番改定が大きくな

っている系列を調べたもので、４となっております。また、Setダミーとの一致、このSet

ダミーというのが、繰り返しになりますけれども、経済的事象と統計的有意性を考慮した

最終的なダミーとなりますので、こちらと合っているかどうかというのが一つの指標にも

なりますので、ここで合っていないものが×というふうになっておりまして、99％の方だ

け○となっております。 

 このような結果を踏まえまして、検証結果というところでございますが、これは財貨の

輸入の例でございますけれども、ほかの系列も見まして、多くの系列でNoダミーやAllダミ

ーに比べて99％信頼区間でダミーを設定した逐次ダミーによる改定への影響が最も小さか

ったということです。 

 これを踏まえますと、引き続き、速報推計時点において、Ｘ－12－ＡＲＩＭＡの予測系

列から外れ値となる場合に暫定的なダミーを設定することで、改定への影響を抑えること

ができると考えられる。ただし、今回新たにやったもの、99％の方が過度なダミー変数の

設定を抑制することができる。これはSetダミーとの一致というところを言っているとこ

ろでございます。 

 これが一つの検証、平時ではないときにやったものでございます。 

 次は、５ページ、こちらは平時についてやってみたものでございます。右側の、同じく

財貨の輸入の方を見ていただきますと、逐次ダミーの95％、99％は、ほぼ指標について変

わらないという結果になっております。したがいまして、検証結果については、95％信頼

区間でも99％信頼区間でも、改定結果に大きな違いは見られなかったという結論にしてお

ります。ただ、暫定ダミーを設定することで改定の影響を抑えることはできるのかなと、

平時においてもそういうことができるのではないかということです。 

 今後の方針ということで書いておりますが、これは今回の2023年７－９月期の２次ＱＥ

以降としてはどうかということでございます。まず、感染拡大に伴う経済変動の期間にお
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いても、各速報推計時点で引き続きＸ－12－ＡＲＩＭＡの予測系列から外れ値となる場合

に暫定的なダミーを設定することにより、改定への影響を抑制することが期待される。こ

れにより、仮に経済変動が生じた場合、どの期からどの系列に暫定的なダミーによる異常

値処理を行うかの判断を客観的な基準で行うことが可能であると考えております。これに

加えて、逐次ダミーを設定する際の判断基準として、現行１年間やってみました95％の信

頼区間ではなくて、99％の信頼区間を用いることにより、過度なダミーの設定を回避する

ことができるのではないか。この2023年７－９月期２次ＱＥ以降、このような設定をして

はどうかということでございます。 

 最後のページでございますが、99％と95％の比較という観点で、今99％の方が望ましい

ということを申し上げましたけれども、一方で、季節調整系列を変更することによって、

足元の計数が大きく変わるかどうか、これは分析等にとって非常に重要であると思われま

したので、99％と95％でどのような違いがあるかということをこちらにグラフで示してお

ります。こちらを見ていただきますと、財貨の輸入の方は、99％と95％で少し違いが出て

おりますけれども、それ以外は大きな違いが出ていないということでございます。 

 後ろのページを見ていただきますと、ダミーがどのように設定されたかということでご

ざいますが、こちらは、財貨の輸入だけ、99％にすると２つほど外れるという結果になっ

ております。したがって、同じことでございますが、相関係数についてもほぼ変わらず、

財貨の輸入のところだけが少し変わるということになっております。 

 こちらからの説明は以上になります。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 ただ今の点に関して、御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 では、白塚委員、お願いします。 

○白塚委員 説明ありがとうございました。 

 極めて大きなショックがあるときの対応ですから、信頼区間を厳しくして、95％から99％

にするというのはいいことだと思います。そちらの方が私は望ましいと思います。それで

平時もやってみるというのは、それなりに全体ではなくて、個別の系列で影響があるよう

なショックというのは起こり得ますから、やった方がいいと思います。 

 ただ、私は前から言っていますけれども、これを機械的に適用するということについて

は反対です。ＧＤＰ統計は、もう四半期が終わった１か月半後に公表されるわけですから、

速報であっても、既にその前の四半期でどういうことが起こっていたかという情報は、あ

る程度十分にあるはずです。ですので、そういうアネクドータルなエビデンスが無いまま、

機械的に何か起こっているかもしれないということで適用することというのは、単に集計

の間違いとか、そういうことを調整するだけの可能性を否定できないですから、そこにつ

いては、きちんと、やはり個別の系列で何か大きなことがあったのだということが確認で

きたものについてやるという方向で考えた方がいいと思います。 

 それから、あえて追加すると、平時のときの検証、やっている期間が少し短すぎて、こ

れだけで説得的な証左かと言われると、私には納得できないというのがここの推計結果の

感想です。 
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 以上です。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 櫨委員からお願いします。 

○櫨委員 私は、前回も申し上げましたけれども、機械的にやらないと恣意的だという、

そういう批判を受けるという可能性が高いので、機械的にやった方がいいのではないかと

思います。白塚委員がおっしゃったように、外れ値処理をすべきなのにしないというのと、

すべきではないのにしてしまうという両方のリスクがあるわけで、それを勘案した場合に、

すべきでないのにしてしまうという方のリスクをあまりに重大視するのは、大きな問題が

あるのではないかと思います。 

 このため、何か判断の基準が必要だということで、95％は、少し甘いのではないかとい

う御意見を前回菅委員がおっしゃったのだと記憶しています。99％にした方がパフォーマ

ンスも改善するということなので、方向性として良いことだと思います。四半期が終わっ

てから1.5か月経っているのだから、理由が分からないという可能性が低いというのは、こ

こは少し難しいところです。やってみないと分からないわけですから、やってみたら99％

の信頼区間を超えるような系列が出てきてしまったということは当然想定されます。その

ときにダミーを入れないという決定をすると、何で入れないのかという理由をきちんと説

明しないといけなくなりますが、それも説明はできないのだと思います。 

 季節調整のチェックは、恐らくQEの推計作業の一番最後の方の段階でやるのだと思いま

す。その段階で何か異常値を見つけたとしても、原因を特定することは公表の時期を遅ら

せないと少し難しいのではないでしょうか。異常値が見つかったときに入れるという、そ

ういうルールを作っておかないと、入れるべきか入れるべきではないかという判断を短時

間でしなくてはいけなくなります。それを統計を作っている人がやるというのはやはりま

ずいのではないかと私は思います。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 ほかには御意見ございますでしょうか。 

○白塚委員 いいですか、もう少し。 

 僕は、やはり第１種の過誤と第２種の過誤の問題で、この異常値について、あまり入れ

なかったことの影響を大きく重視するということはそんなに適当ではないかなって気はす

るのですよね。それで、櫨委員はそういうふうにおっしゃっていますけれども、この統計

を作っている間で、そういう個別の系列でいろいろなことが起こっていることは、情報は

当然集めているはずですから、そういうことについて、全く何もないのに異常値があった

ということについて、それが異常値だったということを判定して処理してしまうことのリ

スクの方が私ははるかに大きいのではないかなと思っています。特に、この検証、１年で

はなくてもっと長い期間で、少なくとも現行のＳＮＡ体系の全部の期間ぐらいでやった上

でそういうことが分かるのであれば、まだ議論としてはありですけれど、この短いサンプ

ル期間の推計結果だけをもってしてそういうことを言われても、私はやはり賛成はしかね

ます。 

○福田部会長 いかがでしょう、ほかの委員。 
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 斎藤専門委員、お願いします。 

○斎藤専門委員 私は、やはり客観的な基準で淡々とやった方がいいと思います。それは、

コロナの場合は多分100人が見て100人、異常だというふうに感じたと思うのですけれども、

それ以外にいろいろなパターンがあって、その度に判断するというのは少し無理があるの

ではないかと。コロナのときも、異常と思ったのだけれど、最終的には異常値ではないと

いう判定をされて、取り除かれている系列はいっぱいあるわけです。だから、異常と思っ

たけれどもやはり異常ではなかった、櫨委員の御指摘と重複しますけれども、いろいろな

パターンがあり得るので、できるだけ客観的な基準でやると。ただ、白塚委員がおっしゃ

るように、入れなかったことのリスクと入れ過ぎたリスク両方あるので、そこは厳しめに

取るというのはあるとは思いますけれども、何らかの客観的な基準で速報段階では淡々と

やるというのが私は適切だと思います。 

 今回の検証のところでいえば、実は私も白塚委員と同じように、期間が短すぎるのかな

というのがあって、異常な期間とそうでない期間と分けてやっていますけれども、全期間

やって、異常値を取り過ぎるというパターンと、取れなかったというパターンと、いろい

ろなパターンがあるので、長い期間で検証してみるというのが私はいいかなと思います。

あと、少し初歩的なことになってしまうのですけれども、検証の指標を改定の幅で判定し

ていますけれども、それはそれであるかなと思いつつも、入れたときと入れないときで、

最終的な数字と最初に出した数字が、近いかどうかというのも一つの指標ではないかなと。

つまり、最終というのはどんどん更新されてしまうのですが、例えば今の段階の数字が一

番真実に近い数字だとすれば、そこに、最初に出した１次速報の数字が近いかどうかとい

うのを測るというのが一つの指標ではないかなと思います。それはないですよね、ここに。

改定の幅だけやっていて。 

○白塚委員 コロナ前だと年次の確報値があるから、そこまででやれば、確報値と比べる

のです。 

○斎藤専門委員 何かそういう指標がないのかなという気がしたのです。すみません、幾

つかお願いします。 

○福田部会長 最後の点は特にテクニカルな問題なので、内閣府の方から。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 これは御説明を省きましたが、リア

ルタイムの数字ではやっていなくて、最後の2022年７－９月期の数字を用いてやっている

ので、検証期間はこの短いところで終わっておりますが、実際2022年７-９期のときのもの

なので、ある種、最終。 

○斎藤専門委員 それと一番最初に出したものとの差というのはどこかに。指標として出

ていない気がします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。すみません、そういう

意味では、リアルタイムではないので最初の指標を出さなければいけないということです

ね。 

○斎藤専門委員 

 はい。 
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○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 それは、今ここには出してないです

が、出すことはできます。 

○斎藤専門委員 いろいろ言いましたけれど、基本的な方針は、私はこのやり方がいいと

思います。 

○福田部会長 新家専門委員。 

○新家専門委員 私も、機械的に客観的にやった方がいいのではないかと思っています。

毎回入れるか入れないかを内閣府で判断するというのは、実務的に難しいのではないでし

ょうか。例えば、今度出るＱＥでいうと、（推計に必要な）統計が大体そろうのが月末で、

ＱＥの公表が11月15日。輸出入に関しては国際収支も入れますが、国際収支の公表が11月

９日で、ＱＥ公表までに１週間ぐらいしかありません。客観的にやるのであれば、それで

も間に合うとは思いますが、これを入れるべきか入れないかといった判断をやるとなると、

時間的に難しいのではないかと思います。そのため、ＱＥ段階ではあくまで暫定的な処理

で、最終的には年次推計のところで改めて検討するということであれば、ＱＥ段階では機

械的にやる方が実務的にも望ましいと思います。ただ、白塚委員のおっしゃるように、検

証の期間が短すぎるというのはあるかもしれないので、例えば平時における検証をもう少

し追加してみるといったことはやっても良いと思いました。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 今日は、大きく分けて２つのことを決めなくてはいけなくて、まずは足元の2023年７-９

月期の２次ＱＥの方法をどうするかということと、それから、今後更にどうするかという

長期的な話と両方あるのですけれども、私の御提案は、2023年７-９月期の２次ＱＥは、今、

御提案の方法をまずは適用させていただきたいということです。その上で、白塚委員の御

指摘、あるいは今の手法はサポーティブだけれども、検証の期間は短いという御意見、か

なりございましたので、１年後等をめどに、もう少し期間を長くして、妥当かどうかとい

うことを再度この部会で議論するということにさせていただくということでよろしいでし

ょうか。 

○白塚委員 すみません、私はそれは反対です。やはり不十分な検証結果をもって暫定的

な見切り発車をするのは、良くないと思います。もしこれでやるのであれば、僕はマーケ

ットのエコノミストの皆様が機械的にやった方がいいというか、外から見えた方がいいの

でしょうけれど、実際には、皆様自分なりに情報をいっぱい集めて推計されているはずな

ので、少し違和感があるのですけれども。やはりきちんと検証した上でこの方法をやると

いう方が私はいいと思いますし、取りあえずここで見切り発車することについて、少なく

とも私は反対します。 

○福田部会長 １年だけですけれどね。 

○白塚委員 はい。 

○福田部会長 今が異常事態のときなのか、平時なのかもやや微妙ではありますけれども、

そもそも。今を平時ではないと考えれば、白塚委員のおっしゃっていることとそんなには

矛盾しないかもしれないのですけれど。 

○白塚委員 コロナの影響はもう……。 
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○福田部会長 コロナの影響はないですけれど、地政学的なリスクはあるわけですよね。 

○宮川臨時委員 すみません、別の視点になってしまうかもしれません。質問という感じ

なのですけれど、５ページ目とかには名目の話が出てくる、６ページ目には実質の値が出

されていて、だから、これは名目の系列と実質の系列は別々に自動的にやる話という感じ

のイメージでよろしいですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 はい。 

○宮川臨時委員 そのときに、自動的にやったときに、例えば名目だけはダミーが付かな

いけれど、実質だけはダミーが付いてしまうというようなことは起こり得そうな気がする

のですが、その点はもう問題ないと考えるということでよろしいのですか。どうなのです

か。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そこは今、議論いただいていますと

おり、客観的にということで、もう外れたらダミーを置いています。ただし、７－９月期

の２次ＱＥときにもう一度検証しているので、そこで合わせるかということも含めて検証

しています。 

○宮川臨時委員 名目だけダミーが入るけれど、実質は入らないと。 

○福田部会長 デフレーターだけに異常値があったという判断になるのだろうと思います

よね。 

○宮川臨時委員 そうなるということですね。分かりました。それで問題ないというのは、

何となく違和感がある気もするのです。そこは問題ないということであれば、それでいい

のかもしれないですが。すみません、分かりました。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 2023年７-９月期で検証するという

ことにしています。 

○福田部会長 完全に機械的というよりかは、今おっしゃったようにいろいろと変な、あ

まりにも直観に合わない場合には、やはり少し立ち止まるという姿勢は、私はそれなりに

大事なのではないかとは思うのですけれども、ただ、毎回、個々に検証するのは、実務的

にも相当大変なような気もしなくはないとは思いますけれども。 

 まず、今回の2023年７-９月期からしないという話になると、そのままＡＲＩＭＡを適用

する方がいいということですかね。 

○白塚委員 だから、コロナのときは今までどおり処理するのですよね。 

○福田部会長 ええ。 

○斎藤専門委員 コロナは比較的分かりやすいのですけれども、内閣府が異常値を入れて

いる事象というのはすごく多岐にわたっているのですよね。今、見ていますけれど、東日

本大震災、消費税、あとイラク戦争、同時多発テロ、あと、国際収支統計の見直しとか、

それは、今となってはそれで異常値が出たって分かりますけれど、リアルタイムで、いや、

白塚委員だったら判断できるのかもしれませんけれども、今だったらウクライナ情勢だっ

たりパレスチナも、平時というのがもしかしたら少ないくらい色々なことが起こるわけで、

それが統計にどれだけ出るかというのは、極端に言ったら神のみぞ知るで、そこの判断を

やはりその場その場でするというのは、私は非常に厳しいと思います。 
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○櫨委員 よろしいですか。 

○福田部会長 はい。 

○櫨委員 私は、確かにこれは平時の検証がもっと長い方がいいというのは同感です。内

閣府に作業をお願いをしたいとは思うのですけれども、いろいろなことをお願いしている

ので、どの程度の負荷でも業務体制が大丈夫なのかというのはいつも心配しています。ど

こまでお願いすべきなのか少し迷います。 

 多くの場合は、何か起こっているのではないかという予感があって、それでダミーを入

れるとか、異常値の処理をするということになると思います。しかし、それでもやはり予

想しないときに何か異常値が出てくるということはあり得て、統計を作っている人たちに、

そういうことが起こるということをきちんと予測しろとか、分析をしてからやれというの

はやはり無理だと思います。そうすると、やはり機械的に入れるということにしておいた

方が間違いがないと思います。 

 次回のＱＥをどうするかという問題ですけれども、やり方を変えると、そこで段差がで

きるリスクがあるので、少し保守的かもしれませんけれども、変えるときには明確な理由

が必要だと思います。やり方はなるべく変えない方が見ている方にとっては安心で予測可

能なのではないかと思います。私は確かにもう少し検証できればいいと思いますけれども、

取りあえずはこの原案のままということでよろしいのではないかと思います。 

○福田部会長 ６ページの図に、だから、異常値処理を全くしないものも同時に図を描い

ていていただいた方がよかったかもしれません。それでどれぐらい違っているのか。これ

を見ると、95％と99％でほとんど違わなくて、異常値処理をしなくてもほとんど一緒なら

ばどちらでもいい、というとマーケットとかには少し失礼なのですけれども、そんなに違

わない話にもなりますし。 

 新家専門委員、どうぞ、お願いします。 

○新家専門委員 斎藤専門委員もおっしゃっていたのですが、例えば１－３月期であれば、

大きな動きが３月にだけ出るということもよくあります。例えば、最初のコロナのときも、

コロナが話題になったのは１月ぐらいからでしたが、実際に統計に影響が出たのは３月分

です。３月の数値がどかんと落ちて、異常値にするかどうかをもめていたと思うのですけ

れど、そういうときは、本当に時間がない。どちらにすればいいのかを内閣府にその場で

やってもらうのは時間的に難しいと思います。あと、仮に今回、この方法を採用しないと

なった場合に、ではどうするのかというのが分かりません。現在既にもう95％信頼区間で

異常値の処理をやっているわけなので、もし今回のこの方法は駄目だとなれば、では、23

年の１-３月期以降の処理はどうすればいいのかとなります。例えばインバウンドは23年

の１-３月期や４-６月期に結構大きな動きをしているので、多分ここは異常値処理をした

方がいいと思うのですけれど、そこの処理はどうやって決めればいいのか、よく分からな

いと思いました。 

○白塚委員 すみません。 

○福田部会長 はい。 

○白塚委員 僕は99％に変えること自体はいいと思いますから、それに変えて、ダミーを



 -13- 

置き直すのはそれはそれでいいと思います。 

 それから、何が起こっているかと検証することについて、僕も厳密に統計的に何かいろ

いろなことが影響しているということを証明する必要はないと思います。ただ、何にもな

いところのダミーをどうするかということの方が問題だと思います。今起きていることが

もしかしたら影響しているかもしれませんよね。その程度のエビデンスで、私は十分だと

思います。ただ、そういうことも何もない状況の下で、機械的に入れることは適当ではな

いということを申し上げています。少し誤解があるような気がするので、そこは補足して

おきます。 

○福田部会長 そうしましたら、信頼区間を95％から99％には変わるということ、ダミー

も、少なくとも１年間、来年の検証までは、検出された場合でも取りあえずは入れるとい

うことで。ただし、それも含めて、来年再度検証した方がいいでしょうし、やはりあまり

にも変なダミーがたまに出ることはあるとは思うので、その理由を少し丁寧に検証、それ

は内閣府でも検討していただくし、あまりにも分からないというか、判断が、となると、

こちらの部会でも議論する、そういう形ではいかがでしょうかね。データの継続性を考え

ても、いきなり全くダミーを入れないとなると、今までは入れたわけですから、皆様の御

意見にもあったように、95％から99％に変わる方が移行としてはスムーズで、ユーザーと

してもそんなに大きく違わない変化になるとは思います。ただし、様々な方の御意見があ

りましたので、それはそれで異常値処理を、特にこれから平時に、希望的にはそうなって

いっていただきたいときに、本当にこれを続けていいのかどうかというのは御意見がある

と思いますので、それは丁寧にするということ。そういう取りまとめで、白塚委員、よろ

しいでしょうか。 

○白塚委員 はい。 

○福田部会長 ありがとうございました。そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に、議事４「推計手法のシームレス化について」です。こちらは、第Ⅳ期

基本計画の別表において、第一次年次推計から、基準年推計に至る推計手法のシームレス

化について、令和７年度（2025年度）中に実施予定の次期基準改定における基準年推計と

の整合性を図りつつ、改定差の縮小に向けて検討することが閣議決定されています。本日

はその取組状況について、内閣府から御報告を頂きます。それでは、よろしくお願いいた

します。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 では、資料３の１ページ目を御覧く

ださい。 

 今、部会長から御紹介いただいたように、第Ⅳ期基本計画にその旨記載されておりまし

て、第Ⅲ期においても、同じようなシームレス化ということが書いておりまして、その期

間におきましても、四角のボックスのところでありますが、民生用エアコンディショナー

ですとか携帯電話とか、少しずつシームレス化ということを、一次、二次、またはＱＥ、

または基準改定などで同じ統計を使うということをやってきたところでございます。 

 今もお話がありましたように、ＪＳＮＡの2020年基準改定――これは2025年末なので、

再来年末に予定しておりますが――の基準年は、今度は2020年産業連関表を元に推計しま
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す。この2020年産業連関表は、恐らく来年頃には公表されるのではないかと思われますが、

2020年ＩＯは、サービス分野については生産物分類に基づいて調査を行った経済センサス

を使って作成することが予定されております。これの中間年版として、経済構造実態調査、

ＫＫＪというものも、サービス分野については生産物分類を用いておりまして、ここでシ

ームレス化、基礎統計のシームレス化が図られているということでございます。 

 そこで、ある種、基準改定を先取りする形で、今年の末に公表予定のＪＳＮＡ2022年年

次推計というのは、対象期間が21年、22年になりますけれども、こちらでもＫＫＪの利用

が可能となりましたので、こちらを使って推計するということを今年やったことの御報告

でございます。 

 下の２ページを見ていただきますと、今回サービス分野というところができましたので、

利用できるものが約100品目ございました。その中で、利用したものが40品目で、今回は見

送ったものが60品目となっております。少し中身を見てみますと、見送ったものなのです

けれども、飲食店とか持ち帰りサービスとか、こちらは個人企業が多いということで、注

２のところに書いてありますが、ＫＫＪには個人企業分が含まれていないので、こちらは

使えないということで、従来どおりのサービス産業動向調査とか特定サービス産業動態統

計調査を使っております。また、民間放送、有線放送というところ、こちらはＫＫＪの分

類が少し違いまして、民間放送と有線放送が１つになっておりましたり、あと、ソフトウ

エア業とかでも、分類がＫＫＪと今まで使っていたものと少し異なっていて、それを組み

合わせることが困難だったということで、今回見送っております。 

 次のページでございますが、先ほど申し上げましたけれども、2020年ＩＯは、サービス

分野の生産物分類に基づき調査を行った経済センサス-活動調査を用いており、より生産

物分類と整合した部門となっていて、その2020年ＩＯを使ったＪＳＮＡの2020年基準改定

はこのＩＯを使うということから、今度は、ＪＳＮＡの年次推計の品目と経済センサス-活

動調査やＫＫＪの品目が一致する、今回一致しなかった部分が60品目ぐらいあるのですけ

れど、より一致するというふうに考えられますので、この2020年基準改定に向けて、引き

続きＫＫＪなり経済センサス-活動調査を使っていくということで、シームレス増加を図

っていきたいということで、今回は、今年の年次推計で使うことの中間報告の扱いでござ

います。 

 以上でございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 ただ今、内閣府からありました御報告に関して、御意見、御質問がございましたらお願

いいたします。 

○菅委員 すみません、菅です、お願いします。 

 今回、経済構造実態調査を使っていただいてというか、ここまでやったらやはりすごく

ありがたいというか、これで使わなかったら何だったのだって話になるので、そういう意

味では、今、品目で４割というのはすごく頑張っていただいたのだなというふうに思いま

す。やはり使っていただくというのは、調査する方からすると多分とても励みになるので、

今回これだけ使っていただいたらよかったと思います。 
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 質問というか、ここで言っているカバレッジの意味を、何をもってカバレッジと言って

いるのかというのを少し説明を加えた方がいいかなという、ここで言っているカバレッジ

というのは、金額ベースで言っているのかとか、いろいろあると思うのですね、カバレッ

ジの考え方。このカバレッジの意味について、端的に説明していただけたらと思うのです

けれど。 

○山岸内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 ありがとうございます。 

 今御質問いただきました２ページ目のところで、「ＪＳＮＡの年次推計の推計品目と経

済センサス-活動調査及びＫＫＪで利用可能な生産物分類の品目のカバレッジが一致する

品目」と書いた部分について御質問を頂きました。 

 ここの部分、カバレッジというのが金額ベースで何％合っているというよりは、それぞ

れの品目が入れ子になっていて、一対一でぴったり対応しないというような場合は少し使

うのが難しかったという意味で、記述をさせていただいたということでございます。 

 なぜそのようなことが起こっているかと申し上げますと、令和３年経済センサス-活動

調査は、生産物分類に基づいて調査をしておりますので、例えば放送分野について、新し

い生産物分類ですと、受信料とか広告料という形で分かれて調査をしております。一方で、

今までのサービス産業動向調査の場合は、有線放送業の収入がそのまま民放、民間のテレ

ビ局の収入というような形で調査しているので、そこがうまく一対一で対応しないという

ことです。2020年を対象とした産業連関表を作成するときには、基礎統計では産業と生産

物のクロスの情報がございますので、そこが一対一で対応するように集計いただけると今

のところ承知しておりますので、そうなったらより利用できるだろうということで、この

ように提案させていただいたということでございます。 

 以上補足でございます。 

○菅委員 厳密に言うとそうだと思います。一つの考え方って、大体合っていればいいや

という考え方もないわけで、例えば９割方合っていれば多少ずれていてもいいやという考

え方。そこは内閣府の御判断で、やはり一対一で合ってないと気持ちが悪いというのであ

れば、それは調査側に要請するというのはいいと思うのですね。やはり調査側として少し

厳しそうだというのであれば、９割方合っていればいいやという判断もあり得るかなとい

う感じもいたします。 

○福田部会長 今の点、飲食店は、分類は合っているけれどカバレッジが、という形では

なかったのですか。飲食店も分類が一致してないからということなのですか。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 飲食店は個人（企業の割合が高いこ

とから見送りました）。 

○福田部会長 そうですよね。何％という発想でやっているわけですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうです。 

○福田部会長 やはりカバレッジが少ないからということでやって、だったらそれはもう

何％だからというよりは……。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そういうことではないです。 

○福田部会長 かなりだろうという大ざっぱな感覚ですよね。例えば宿泊業だって民泊と
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かは含まれないのですよね、恐らく。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。 

○福田部会長 個人でやっているようなのが。そういう意味では、それなりにざっくりと

はやっていると。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。 

○白塚委員 すみません。 

○福田部会長 はい。 

○白塚委員 私もこれは非常にいい試みだと思いますし、是非積極的に頑張ってほしいと

思います。 

 菅委員のところに補足すると、これは品目ベースだと４割取り込めていますけれど、金

額ベースだと３割しか取り込めてないわけですよね。だから、シームレス化を通じた精度

改善って意味では、見送りの７割、金額ベース７割のところが大事だと思いますから、こ

このところ、大変でしょうけれど、引き続き頑張ってほしいなというふうに思います。 

○福田部会長 今、議論続いているのですけれど、牧野臨時委員が御入室されましたので、

ここで、御出席の牧野臨時委員から一言、挨拶を頂ければと思います。牧野臨時委員、よ

ろしくお願いいたします。 

○牧野臨時委員 静岡産業大学の牧野好洋と申します。本日は授業のため、参加が遅くな

り誠に申し訳ございません。また、議論中の挨拶で大変恐縮でございます。 

 大変微力ではございますが、いろいろと勉強させていただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 議事に戻りたいと思います。 

 宮川臨時委員、お願いします。 

○宮川臨時委員 今の経済構造実態調査活用というのは、まさにほかの委員の皆様もおっ

しゃっていましたけれども、そもそもこのためにやっていたという意味でいうと、大変よ

いことだと私は思っております。 

 先ほど御説明があった民間放送、有線放送みたいな話は、生産物の方で、先ほども御説

明ありましたように広告収入と視聴者の有料の放送に対して払う収入というのを分けてい

ると。それというのが、そもそも広告収入は産業向けの算出だというふうに分けることで、

少しでもＧＤＰの推計に資するようにというような話だったという意味でいうと、これも

現時点で、更に産業分類と生産物分類をクロスするというお話もありましたけれど、それ

がまさに供給・使用表に直す、まさにそれが狙いというところもあると思うので、今回は

基準改定前なので、無理やり産業と生産物のクロスまでやるというとこまでやらないとい

うのは納得できるところであるのですけれど、ただ、逆に今度、基準改定したときにきち

んとそのようなところが、特に生産物分類と産業分類をきちんと両方使うことによって、

しっかり細分化できるというか、それでそれぞれ産業向けと最終需要向けを分けて取れる

みたいなところは、しっかり取れるような基準年の供給・使用表を作っていかなければい

けないですし、その後のまた年次推計ということになると思うので、その点は基準改定後
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は是非もっと大きく。ただ、飲食店みたいな問題というのはまた別の問題として考えなけ

ればならないだろうなということと、それはＫＫＪではもちろん取れてないというのはそ

うでしょうけれど、では、ほかにどこまで取れているのだという話もあると思うので、そ

の辺はまた別の課題なのかもしれませんが、いずれにしても、基準改定後は是非、これが

かなり増えるということでやっていただくと、そのように書いていただいているとは思い

ますけれど、そのためには、ＳＮＡ側と、あとは基準年の供給・使用表みたいなところが

重要かなと思いますので、是非お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 御要望ということだと思いますけれども、ほかによろしいでしょうか。 

 本日はシームレス化に向けたファーストステップという形で、利用可能性を追求した、

むしろ評価する声の方が多かったと思いますし、今後の基準改定に向けて、更にいろいろ

な形で工夫していただいて、またこちらの部会で御報告いただくという形でお願いしたい

と思います。 

 そのような形でよろしいでしょうか。それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、次に、本日最後の議事となります。議事５、ＱＥ民間在庫変動の推計におけ

る法人企業景気予測調査の活用可能性の検証についてです。 

 今年６月28日に開催されました第34回国民経済計算体系的整備部会において、第Ⅳ期基

本計画の課題である、民間在庫変動の検証結果について御報告いただきました。具体的に

は、法人企業統計調査の原材料在庫の前期比を被説明変数、原材料在庫の過不足感を表す

予測調査の原材料在庫ＢＳＩを説明変数として、産業別に回帰を実施し、推計した回帰式

を用いて原材料在庫を試算します。そして、その試算結果を現行の１次ＱＥで用いている

推計方法であるＡＲＩＭＡモデル、すなわち時系列のトレンドを用いた予測と比較するこ

とで、民間在庫変動の推計の精度を比較するというものでした。 

 それに対して複数の委員から、予測調査とＡＲＩＭＡモデルのどちらか一方ではなくて、

両方の情報を活用する推計方法を検討することの必要性について御意見がありました。 

 本日は、前回部会で委員の皆様から頂いた指摘を踏まえまして、再度検討した結果につ

いて内閣府から御報告を頂きます。内閣府の方、よろしくお願いいたします。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 では、資料４の１ページ目、今、部

会長に全部御説明いただいていますので、検証のところの２ページから行きたいと思うの

ですけれども、まず、前回、真ん中辺の※の部分にございますが、部会長に御説明いただ

いたところの繰り返しになりますが、前回は、法人企業統計の原材料在庫ストックの前期

比を被説明変数として回帰しておりました。今回は、ＱＥの民間原材料在庫のフローを被

説明変数として、それに対して、ＡＲＩＭＡと、それからＢＳＩを使って推計をしたとい

うことでございます。したがいまして、今回やりました民間原材料在庫のフローというも

のは、法人企業統計を用いない品目を含んでおりまして、公的在庫等が除かれているとい

うもので、少し被説明変数が違うものを検証したということにはなっております。 

 幾つかパターンはやってみたのですが、これはＢＳＩの前期を使うか当期使うか、また、



 -18- 

全産業か製造業かということでございますが、次のページを見ていただきますと、やはり

こちらの現在のＱＥのフローの系列をＡＲＩＭＡとＢＳＩで推計したものですと、現在の

１次ＱＥのＡＲＩＭＡそのものの方が、２次ＱＥという、ある種結果、目指すべきところ

との差が小さいということで、黄色が付いているところは、パフォーマンスがこちらの方

がよかった、差が小さいということを示しております。絶対値平均で見ましても、こちら

が一番小さいということになっております。 

 今後と結果のまとめのところでございますが、前回お示しした、それは法人季報とＢＳ

Ｉという関係でしたが、これと同じように、現行のＡＲＩＭＡ予測を上回る結論は得られ

なかったということでございます。ただ、これまでのこのような結果を踏まえまして、予

測調査の利用方法を含めた民間在庫変動の推計方法に係る検討、研究は、引き続き、１次

ＱＥの在庫の推計方法の検討ということで進めてまいりたいと思っております。 

 以下に、まだこちらは手を付けておりませんが、今年の６月に御説明いたしました検討

の方向性ということでございますが、現在でも、法人企業統計を用いていない品目という

のがございまして、こちらは原油・天然ガスというものですが、こちらが１次ＱＥで使え

ないかということを検討してまいります。それから、ほかの品目、製品についても、何か

基礎統計を洗い出して、在庫を検証、推計できないかということを検討していきたいとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 ただ今内閣府から御報告いただきましたけれども、御質問、御意見ありましたらお願い

いたします。 

○白塚委員 すみません、御説明ありがとうございました。 

 やってみて、結局、原材料在庫のＢＳＩは、在庫変動の予測の情報変数として全く意味

がないということが分かったということだと思いますから、この方向性はもう考えても仕

方がないのかなということかと思います。 

 そういう意味で、今後の方向性は、そういう意味でいくと個別の仕様で、ミクロのデー

タで使えてないものをもっと使うという方向しかないのかというのは、いま一つ僕はよく

分からなくて、もう少しマクロのデータも含めて再検討する方向性はないのかなというの

が少し疑問に思ったところになります。もちろんミクロの情報を使ってないものを使うと

いうアプローチはもちろん大事だと思いますから、これは引き続き検討してほしいと思い

ますけれど。 

○福田部会長 今の点に関しては、私の理解で補足させていただきます。 

 前回と今回は被説明変数が違うということがあって、法人企業統計の原材料在庫ストッ

クの前期比であれば、それなりに効くということではないかと私は理解していますので、

今回は、含まない項目も含んでやったら効かなかったということみたいだったので、それ

はまだ内閣府でも検討中だというふうに私は理解していますけれども、それはまた、今後、

前回と全く同じ被説明変数にした場合にどうなるかということはまだ検討中という理解で

よろしいのですかね。 
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○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 はい。 

○福田部会長 それをまず御報告いただいて……。 

○白塚委員 ＱＥの在庫変動ではなくて、法人季報の在庫のレベルでＡＲＩＭＡモデル推

計して、ＢＳＩを入れるのですか。 

○福田部会長 そう。両方入れたときに、法人季報だけに限定したものの前期比でやって

どうなるかというのはまだ検討中ということですよね。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 そうですね。 

○福田部会長 ただ、白塚委員が言われたように、ほかの方法もどうなのだと。最後にあ

りますけれど、４ページの、ほかの方法をもう少しずつ同時に検討を進めていただく、少

なくとも法人季報に含まれてない品目は当然検討しなければいけないわけですし、それも

同時に検討は進めていただかなければいけないかなとは思いますけれど。 

○尾﨑内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 はい。 

○福田部会長 今日のところは、そういう意味では中間報告的な位置付けというふうに私

は理解していまして、引き続きこの問題、非常に大事な問題ですし、もちろん２次ＱＥの

大きな改定は我々の大きな課題ですし、理想的にはもちろん法人企業統計が前倒ししてく

れるのに越したことはないのですけれど、それはなかなか難しいとしたときに、１次ＱＥ

から２次ＱＥへの改定をいかに最終化できるか。今日は、もちろん在庫変動に関してお話

しいただいたわけですけれども、設備投資に関してもどうするかという課題は残っていま

すので、それも含めて、引き続き御検討いただかなければいけないかなとは思いますけれ

ども。 

 ただ、在庫ＢＳＩをどうするかということに関しては、現状も法人企業景気予測調査か

らはなくなっているのを復活をお願いするかどうかというのは、財務省にとっても大きな

負担にはなるので、かなり確証を持ってかなり効くということが示されるかどうかという

ことは大事な問題だと思いますので、その検討結果としてはかなり大事な、丁寧に御検討

いただくということにはなるかなとは思います。 

○斎藤専門委員 すみません、１つ補足というか、前回も申し上げたのですけれども、私

が常に気になっているのは、年次推計に近づくかという話、２次速報に近づけても年次推

計から、遠ざかったら意味ないということです。自分の手元で計算してみたのですけれど

も、そういうことにはまずなっていないという結論であります。一方で、１次速報から２

次速報の改定幅と２次速報から年次推計の改定幅を前期比の寄与度で見たのですけれども、

１次速報から２次速報の平均の改定幅、過去 10 年でやりましたけれども、絶対平均誤差で

0.14、２次速報から第一次年次推計まで 0.11。だから、同じぐらい改定されてしまうので

すよね、１次速報から２次速報、２次速報から年次推計。どちらが精度がいいかというと、

１次速報から年次速報、２次速報から年次推計ってやると、やはり２次速報の方が精度が

高いので、それは近づける努力はした方がいいと思う一方で、２次速報から年次推計も結

構改定されてしまうので、１次から２次の方にあまり偏った労力を使っても、結局その後

に改定されてしまうことがあるので、バランスを見ながら検証していただきたいなという

ふうに思います。 
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○福田部会長 ありがとうございます。 

 これは、シームレス化の問題とも多分関わってきて、多分、年次推計を供給サイドでや

っていて、１次、２次もできるだけ供給サイドの情報を使っていけば、年次推計に全体と

して近づいていく可能性は高いのではないかとは思いますので、それも含めてやっていた

だくということではないかと私は理解しています。 

 ただ、ＧＤＰはほかの統計と違って、１次速報に対する注目度が非常に高い。本来ほか

の統計というのは、速報値はあくまでも速報値で、最終値が大事ですよねという感覚はあ

るのですけれども、何となく、これはマスコミの問題でもあるので、エコノミストの方に

もいろいろときちんとマスコミの方に丁寧に御説明いただくのが大事かもしれないのです

けれど、何か１次速報がばんと報道に出て、２次速報、あるいは確報値があるのにあまり

注目されてないみたいな面はあるので、それなりに１次速報は注目度が高いということが

ＧＤＰの特徴としてもあるので、できれば正確にというのが望ましいのではないかなとは

思います。 

○白塚委員 そういう意味で、だから福田部会長がおっしゃっていることもそうですし、

だから斎藤専門委員が言っていることも一緒だと思うのですよね、１次速報は大事なので、

そこが一番注目される数字で、確報が出て、それが符号逆転していても気にしなくなって

しまうわけなので、だからそういう意味で、１次速報から確報への変化を縮小するという

意味での精度の改善、ここが大事だということなのかなというふうに思います。 

○福田部会長 よろしいでしょうか。今日のところは中間報告的な位置付けだと私は理解

しておりますので、引き続き様々な方法、もちろんＢＳＩの利用だけではなくて、ほかの

方法も引き続き御検討いただくということでお願いできればと思います。そういうおまと

めでよろしいでしょうか。 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 本日予定していた審議は以上です。本日御審議いただいた内容については、次回の統計

委員会に御報告させていただきます。 

 最後に、次回部会の開催日程について、事務局から御連絡をお願いします。 

○篠﨑総務省統計委員会担当室政策企画調査官 次回の予定は未定でございます。詳細が

決まりましたら、改めて御連絡いたします。 

 以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして本日の部会は終了いたします。長時間ありがとうございま

した。 


